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相 談 支 援 L支 給 決 定 作 業 チ ー ム 報 告

I  は じめ に

作 業 チ ー ム 検 討 範 囲

当 作 業 チ ー ム で は 、 第 一 期 の 検 討 範 囲 と し て 、 自 己 決 定 支

援 ・ 相 談 支 援 (論 点 C-1)に つ い て 、 現 状 の 問 題 点 や 課 題

を 明 ら か に し 、 新 法 に お い て の あ る べ き 姿 に つ い て 検 討 を 行

つ た 。 現 在 の 障 害 者 の 相 談 支 援 事 業 に つ い て は 、 お も な 問 題

点 と し て は 、

① 地 域 支 援 事 業 に位 置 付 け られ て い る こ と等 に よ り、 市

町 村 に よ る格 差 が 大 き い こ と 【市 町 村 格 差 】

② 相 談 支 援 事 業 に つ い て の 十 分 な 理 解 が 定 着 して い な い

た め に 、 間 い合 わ せ や 情 報 提 供 と い つた 「一 般 相 談 」

を イ メー ジ した 体 制 整 備 に と どま り、具 体 的 な 生 活 を

支 援 す る た め の 踏 み 込 ん だ 訪 間相 談 や 同 行 支 援 、 継 続

的 な 支 援 を行 うの が 難 しい状 況 に あ る こ と 【相 談 支 援

体 制 の 不 備 】

③ 各 相 談 事 業 の 守 備 範 囲 に よ り、 対 象 や 制 度 に 合 わ せ て

対 応 せ ざ る を えず 、 限 定 的 な 支 援 とな つて しま うか 、

ま た は他 の 相 談 機 関 に 「た らい ま わ し」 に な りが ち で

あ る こ と 【限 定 的 な 支 援 】

④ 手 帳 を所 持 して い な い 谷 間 の 障 害 に 十 分 に 対 応 で き て

い な い こ と 【谷 間 の 障 害 へ の 未 対 応 】

⑤ 横 断 的 な課 題 を も った複 雑 な ニ ー ズ を もつ 人 の 相 談 支

援 に 十 分 に こた え きれ な い こ と【横 断 的 な 対 応 の 不 備 】

⑥ 難 病 (難 治 性 慢 性 疾 患 )、 高 次 脳 障 害 、発 達 障 害 な ど、

障 害 特 性 に 応 じた 専 門 的 な 相 談 支 援 が 必 要 な 場 合 に 、

身 近 な 地 域 で の 相 談 支 援 が 整 備 され て い な い こ と 【障

害 特 性 に応 じた 専 門 相 談 体 制 の 不 備 】

⑦ 前 記 ④ ～⑥ を支 え る た め の 他 職 種 ・ 機 関 の 連 携 口調 整

の 制 度 的 な 保 障 が な い こ と 【他 職 種 口機 関 との 連 携 調

整 体 制 の 不 備 】

③ これ らの 相 談 支 援 体 制 に か か わ る専 門 職 を含 め た 人 材

が 大 幅 に 不 足 して い る こ と 【人 材 の 不 足 】

な どが あ げ られ た 。

ま た 現 在 の 支 給 決 定 と相 談 支 援 の 関 係 に お い て は 、

① 本 人 の 希 望 や ニ ー ズ を聴 き き と り、 必 要 な 支 援 に つ

い て の 計 画 を立 案 す る 以 前 に 支 給 決 定 が お こな わ れ



て い る た め 、 ほ とん ど計 画 策 定 の た め の 相 談 支 援 に

至 らな い 。

② 障 害 程 度 区 分 に よ り国 庫 負 担 基 準 が 定 め られ て い る

た め 、 市 町 村 に よ つ て は 、 これ が 上 限 設 定 と な つ て

しま い 、 二 一 ズ が あ っ て も支 給 に 反 映 され な い 場 合

が あ る 。

な どが あ げ られ た 。

今 回 の 報 告 で は 、 これ らの 現 状 の 課 題 をふ ま え て 、 地 域 で

暮 らす た め に 、 障 害 の あ る本 人 の セ ル フマ ネ ジ メ ン ト、 ま た

支 援 付 き 自 己決 定 を支 え る相 談 支 援 の 在 り方 に つ い て 、 そ の

役 割 と機 能 、 お よ び 相 談 支 援 体 制 に つ い て 示 した 。

さ らに 、「協 議 ・ 調 整 に よ る選 択 と決 定 の プ ロセ ス 」 (c―
3-1)に つ い て も 、 合 わ せ て 検 討 した 。 な お 、 第 一 期 の 検

討 に あ た つて は 、 以 下 の 点 に 留 意 した 。

① 目的の順 守  本 人の思 いに添 う支援体制 づ く り

② 目標  目的 に添 つて機 能 しやす い支 援体制 づ く り

当事者参 画 に よ るシ ンプル でわ か りやす い仕組 み

談 支 援 の 在 り 方 に つ い て

相 談 支 援 の あ り方 の 抜 本 的 な 見 直 し (質 と 量 )、 エ ン ワ パ ワ メ

ン ト支 援 、 ピ ア カ ウ ン セ リ ン グ 、 ピ ア サ ポ ー トの 充 実 に つ い

て の 検 討 結 果 は 以 下 の と お り 。

論 点 表 (C-1-1)、 C-1-2)C-1-3)、 C-1-4)

1「 自 己 決 定 支 援 」 及 び 「 相 談 支 援 」 の 目 的 と 内 容

○ 障 害 の 特 性 や 状 態 に よ つ て 、 コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン や 自 己 表

現 の 在 り 方 は 異 な る こ と は い う ま で も な い が 、 相 談 支 援 は 、

「 障 害 の あ る 人 が 地 域 で 暮 ら し 、 社 会 参 加 し て い く た め の 自

己 決 定 や 選 択 を 、 そ の 人 の 立 場 に た つ て 支 援 す る 」 こ と が 目

的 で あ る 。

○ さ ら に 、 障 害 の あ る 当 事 者 、 家 族 自 身 が 支 援 を 通 じて エ ン

パ ワ メ ン トさ れ て い く こ と も 、 相 談 支 援 の 重 要 な 目 的 と し て

位 置 づ け る 。

○ 相 談 支 援 の 対 象 は 、 福 祉 制 度 を 利 用 す る 際 の 相 談 の み で な

く 、 障 害 、 疾 病 な ど の 理 由 が あ つ て 生 活 の し づ ら さ 、 困 難 を

抱 え て い る 人 び と に 、 福 祉 口医 療 サ ー ビ ス 利 用 の 如 何 に 関 わ

ら ず 幅 広 く対 応 す る 。



○ 当 事 者 の 抱 え る 問 題 全 体 に 対 応 す る 包 括 的 支 援 の 継 続 的 な

コ ー デ ィ ネ ー トを 行 う 。

○ 障 害 の あ る 人 の ニ ー ズ を 明 確 に す る と と も に 、 そ の 個 別 の

ニ ー ズ か ら 、 新 た な 地 域 で の 支 援 体 制 を 築 く た め の 地 域 へ の

働 き か け も 同 時 に 行 う 。 ⇒ 障 害 の あ る 個 人 に 対 す る 働 き か け

と 、地 域 へ の 働 き か け を 行 う 。(自 立 支 援 協 議 会 と の 連 携 の 在

り方 を 明 確 に す る 。)

2.相 談 支 援 の 機 能 と 体 制 に つ い て (図 1参 照 )

(1)多 層 的 相 談 支 援 体 制 の 整 備 充 実 と 各 相 談 機 関 の 役 割 と

機 能

○ 地 域 相 談 支 援 セ ン タ ー 、 総 合 相 談 支 援 セ ン タ ー 、 広 域 専 門

相 談 支 援 セ ン タ ー の 配 置 を 基 本 と し 、 多 層 的 な 相 談 支 援 体

制 を 整 備 す る 。

○ 地 域 相 談 支 援 セ ン タ ー 、総 合 相 談 支 援 セ ン タ ー (総 称 し て 、

以 下 相 談 支 援 事 業 所 と す る )は 、 障 害 当 事 者 の 側 に 立 っ て

支 援 す る こ と か ら 、 給 付 の 決 定 を 行 う 市 町 村 行 政 や サ ー ビ

ス 提 供 を 行 う 事 業 所 か ら の 独 立 性 が 担 保 さ れ る 必 要 が あ る 。

そ の た め 、 都 道 府 県 口政 令 市 が 指 定 す る こ と を 基 本 と し 、

地 域 の 実 情 に 合 わ せ て 障 害 保 健 福 祉 圏 域 単 位 や 市 町 村 域 の

単 位 で 障 害 当 事 者 や 障 害 福 祉 関 係 者 、 行 政 関 係 者 が 参 画 す

る 運 営 委 員 会 の 設 置 な ど を 通 じて 、 必 ず 運 営 の チ ェ ッ ク が

実 施 さ れ る こ と を 担 保 す る 。 財 源 は 出 来 高 払 い で は な く 、

人 件 費 相 当 の 義 務 的 経 費 に よ る 。(本目談 支 援 の 事 務 所 等 の 確

保 口整 備 に か か る 費 用 も 含 む )

○ 相 談 支 援 事 業 所 は 、 市 町 村 な い し は 広 域 連 合 、 及 び 都 道 府

県 口政 令 市 の 自 立 支 援 協 議 会 の 運 営 (事 務 局 )の 任 を 行 政

と と も に 担 い 、 相 談 支 援 か ら見 え て き た 新 た な ニ ー ズ に 対

応 す る 地 域 資 源 開 発 を 行 う 。(こ れ に つ い て は 、地 域 資 源 整

備 チ ー ム に お け る 検 討 内 容 と の 調 整 が 必 要 )

○ 相 談 支 援 事 業 所 間 の 連 携 を 目 的 と した 、 対 応 困 難 事 例 を 含

め た 情 報 交 換 や 相 談 が 可 能 と な る 仕 組 み を 構 築 す る 。

(2)地 域 相 談 支 援 セ ン タ ー の 規 模 ,と 役 割

○ 地 域 相 談 支 援 セ ン タ ー は 、 も っ と も 住 民 の 生 活 に 身 近 な 圏

域 (人 口 3～ 5万 人 に lヶ 所 を 基 準 と す る )を 単 位 に 、 都

道 府 県 が 市 町 村 と 協 議 し て 一 定 の 条 件 を 満 た した 事 業 者 に

事 業 を 委 託 して 設 置 す る 。(都 道 府 県 指 定 、国 庫 補 助 事 業 と



す る こ と に つ い て は 、 第 二 期 で 継 続 検 討 と す る )

○ 本 人 に 寄 り添 つ た 相 談 支 援 (ア ウ ト リー チ を 含 む )、 継 続 的

な 相 談 支 援 を 行 う 。 具 体 的 に は 、 下 記 の よ う な 人 へ の 対 応

を 想 定 す る 。

①支援を受ければ、ある程度希望の実現やニーズの解決が

想 定 で き る 人

② 生 活 の 質 の 維 持 や 社 会 参 加 に継 続 して サ ー ビス を利 用 す

る必 要 が あ り、 ま た 希 望 の 表 明 や 制 度 手 続 き 、 サ ー ビス 調

整 な どに 一 貫 した 支 援 を希 望 す る 人

③ 社 会 資 源 の 活 用 を して お らず 、 生 活 が 困 難 な 状 態 に あ り

社 会 参 加 が 果 た せ て い な い人 (手 帳 を もた な い 人 も含 む )

④ 部 分 的 に サ ー ビス 等 を 利 用 して い る もの の 、 生 活 の 立 て

直 しを必 要 と して い る人

⑤既存のサー ビス等では解決困難な生活課題 を抱えている

人

⑥ 家 族 等 の 身 近 な 関 係 の な か で 問 題 を主 体 的 に相 談 で き る

人 が お らず 、 踏 み 込 ん だ 支 援 を必 要 と して い る 人 (虐 待

を含 む )  ‐

⑦ そ の 他 、相 談 支 援 を希 望 す る 人

○ 地 域 相 談 支 援 セ ン ター の み の 支 援 で は 困 難 な 場 合 は 、 総 合

相 談 セ ン ター お よ び 広 域 専 門相 談 機 関 に 協 力 や 助 言 、 直 接

の 対 応 を要 請 す る 。 具 体 的 に は 上 記 の うち 、③ ④ ⑤ ⑥ を想

定 す る 。

○ 一 定 の 研 修 を受 講 した 相 談 支 援 専 門 員 (仮 称 )3名 以 上 を

配 置 す る 。(本目談 支 援 専 門 員 の 条 件 、研 修 等 の 在 り方 に つ い

て は 第 二 期 で 検 討 す る )

○ 所 属 す る相 談 支 援 専 門 員 は 、 希 望 す る人 を対 象 に 本 人 中心

支 援 計 画 ・ サ ー ビス 利 用 計 画 を策 定 で き る 。

(3)総 合 相 談 支 援 セ ン ター の 規 模 と役 割

○ 総 合 相 談 支 援 セ ン ター は 、 15万 ～ 30万 人 の 圏 域 を単 位 に 、

都 道 府 県 が 市 町 村 と協 議 して 一 定 の 条 件 を満 た した 事 業 者

に事 業 を委 託 して 設 置 す る 。(都 道 府 県 指 定 、国 庫 補 助 事 業

とす る こ とに つ い て は第 二 期 で 継 続 検 討 とす る )

○ 一 般 相 談 の な か で 、特 に複 雑 な 相 談 事 例 に つ い て 対 応 す る 。

具 体 的 に は 地 域 相 談 支 援 セ ン タ ー か らの 要 請 に 応 じて③ ④

⑤ ⑥ の 対 応 に あ た る他 、 長 期 に 入 院 口入 所 を して い る人 の

地 域 生 活 へ の 移 行 の 相 談 、 刑 務 所 等 か ら出 所 して くる人 の

相 談 等 に 対 応 す る 。



○ 地 域 相 談 支 援 セ ン タ ー ヘ の 巡 回 を 含 め た 相 談 支 援 専 門 員 の

ス ー パ ー ビ ジ ョ ン 、 お よ び 人 材 育 成 (研 修 )を 行 う 。

○ 一 定 の 研 修 を 受 講 した 相 談 支 援 専 門 員 5名 以 上 を 配 置 す る 。

○ 所 属 す る 相 談 支 援 専 門 員 は 、 希 望 す る 人 を 対 象 に 本 人 中 心

支 援 計 画 ロサ ー ビ ス 利 用 計 画 を 策 定 で き る 。

(4)広 域 専 門 相 談 支 援 セ ン タ ー の 規 模 と 役 割

○ 広 域 専 門 相 談 支 援 セ ン タ ー は 、 都 道 府 県 を 単 位 と して 設 置

さ れ た 、 障 害 特 性 に 応 じた 専 門 相 談 を 担 う 。 具 体 的 に は 、

身 体 口知 的 障 害 者 総 合 相 談 セ ン タ ー 、 精 神 保 健 福 祉 セ ン タ

ー 、 発 達 障 害 者 支 援 セ ン タ ー 、 視 覚 障 害 者 支 援 セ ン タ ー 、

聴 覚 障 害 者 支 援 セ ン タ ー 、 難 病 相 談 支 援 セ ン タ ー 、 地 域 定

着 支 援 セ ン タ ー な ど を 含 む 。

○ 障 害 種 別 、 特 性 に 応 じた 専 門 的 な 総 合 相 談 を 実 施 す る 。

○ 地 域 相 談 支 援 セ ン タ ー 及 び 総 合 相 談 支 援 セ ン タ ー 等 へ の 専

門 的 助 言 や 専 門 的 人 材 の 養 成 支 援 を 行 う 。

○ 本 人 中 心 支 援 計 画 ・ サ ー ビ ス 利 用 計 画 策 定 に あ た つ て の 助

言 を 行 う 。

(5)地 域 に お け る エ ン パ ワ メ ン ト支 援 (C-1-2)に つ い

て

○ 身 近 な 地 域 で の 相 談 支 援 体 制 (市 町 村 、 広 域 圏 、 人 口 5万
～ 30万 人 )に 最 低 1ケ 所 以 上 、 障 害 の あ る 当 事 者 等 に よ

る ピ ア サ ポ ー ト体 制 (エ ン パ ワ メ ン ト支 援 事 業 )を 位 置 づ

け る 。

○ エ ン パ ワ メ ン ト支 援 事 業 は 、 障 害 の あ る 人 た ち の グ ル ー プ

活 動 、交 流 の 場 の 提 供 (た ま り場 機 能 )、 障 害 当 事 者 に よ る

自 立 生 活 プ ロ グ ラ ム (ILP)、 自 立 生 活 体 験 室 、 ピ ア カ ウ

ン セ リ ン グ な ど を 提 供 す る こ と で 、 地 域 の 障 害 者 の エ ン パ

ワ メ ン トを 促 進 す る こ と を 目 的 と す る 。

○ エ ン パ ワ メ ン ト支 援 事 業 を 実 施 で き る の は 、 当 事 者 や そ の

家 族 が 過 半 数 を 占 め る 協 議 体 に よ つ て 運 営 さ れ る 団 体 と す

る 。

○ エ ン パ ワ メ ン ト支 援 事 業 は 、 地 域 相 談 支 援 セ ン タ ー に 併 設

す る こ と が で き る 。

3 相 談 支 援 に 基 づ く本 人 中 心 支 援 計 画 、 サ ー ビ ス 利 用 計 画

の 策 定 に つ い て (図 2参 照 )



○ 本 人 中 心 支 援 計 画 (本 人 の ニ ー ズ に 基 づ く総 合 的 な 生 活 プ

ラ ン )、 サ ー ビ ス 利 用 計 画 (法 が 求 め る サ ー ビ ス 利 用 計 画 )

を 定 義 す る 。

○ 本 人 中 心 支 援 計 画 と は 、 本 人 の 希 望 に 基 づ い て 、 相 談 支 援

事 業 所 (地 域 相 談 支 援 セ ン タ ー 、 総 合 相 談 支 援 セ ン タ ー )

の 相 談 支 援 専 門 員 が 本 人 と と も に 立 案 す る 生 活 設 計 の 総 合

的 な プ ラ ン と す る 。 本 人 の 希 望 を 聴 き 取 り 、 そ の 実 現 に む

け た 本 人 の ニ ー ズ と そ の 支 援 の あ り方 (イ ン フ ォ ー マ ル な

支 援 も 含 め た も の )の 総 合 的 な 計 画 策 定 と な る 。)

本 人 中 心 支 援 計 画 立 案 の 対 象 と な る の は 、 セ ル フ マ ネ ジ メ

ン トが 難 し い 支 援 付 き の 自 己 決 定 が 必 要 な 人 で 、 相 談 支 援

専 門 員 は 本 人 に 寄 り添 い 、 本 人 の 思 い や 希 望 を 明 確 化 し て

い く 。

○ サ ー ビ ス 利 用 計 画 と は 、 法 律 に よ る 福 祉 サ ー ビ ス 等 を 利 用

す る に あ た つ て 、 市 町 村 に 提 出 す る 計 画 。

本 人 の ニ ー ズ に 基 づ い て 、 福 祉 サ ー ビ ス 等 の 利 用 希 望 を 明 ら

か に す る 計 画 と な る 。

(本 人 自 身 に よ る 策 定 、 ま た は 相 談 専 門 支 援 事 業 所 が 、 本 人

と と も に 策 定 す る こ と が で き る 。)

○ サ ー ビ ス 利 用 計 画 の 提 出 は 、 法 律 に よ る サ ー ビ ス を 利 用 申

請 す る 際 に 必 須 と す る 。

4.支 給 決 定 の 仕 組 み に つ い て (図 3参 照 )

C-3-1協 議 ・ 調 整 に よ る 支 給 決 定 プ ロ セ ス

第 一 期 は 、 そ の 概 要 に つ い て 示 す こ と と し 、 よ り詳 し い シ ス

テ ム (特 に ガ イ ドラ イ ン の 在 り方 な ど )な ど は 、 第 一 期 の サ

ー ビ ス 体 系 の 提 案 な ど を も と に 、 第 二 期 で よ り具 体 的 に 検 討

を す る こ と と した 。

○ 支 給 決 定 の 仕 組 み に つ い て は 以 下 の と お り と す る 。

① 支給 決 定 に あた つて は、本 人 (ま た は相 談 支援機 関 )と 行

政 の協議 調 整 を前 提 とす る。実 施 主体 で あ る市 町村 が支給

決 定 につ いての決 定権 (責 任 )を もつ 。

② 本 人 、 また は本 人 と相談 支援事 業所 が 、本 人の 二一 ズ を も

とに 「サ ー ビス利用計画 」 を策 定 し市 町村 に 申請 す る。

③ 市 町村 は 、まず ガイ ドライ ンに基 づ いてアセス メ ン トを行

う。



④ ガ イ ドラ イ ンは 、市 町 村 が サ ー ビス 利 用 計 画 の 内 容 に基 づ

い て 支 給 決 定 をす る た め の ア セ ス メ ン トの「水 準 ロモ デ ル 」

で あ つて 、 基 準 や 上 限 を示 す もの で は な い 。 ガ イ ドラ イ ン

は 、 全 国 レベ ル の 方 向 性 をふ ま え て 、 市 町 村 で 策 定 す る 。

(ガ イ ドラ イ ンの 指 針 な どの よ り詳 細 な 内 容 等 は 、 第 二 期

で さ らに検 討 す る )

⑤ 個 別 の ニ ー ズ に応 じて 、本 人 、本 人 及 び 相 談 支 援 専 門 員 と

市 町 村 間 で 「協 議 口調 整 」 を行 い 、 市 町 村 が 支 給 決 定 をす

る 。 協 議 調 整 は 、「障 害 の な い 人 の 地 域 生 活 の 水 準 」 及 び 、

「支 援 事 例 」 に 基 づ い て 検 討 す る 。

⑥ 支 給 決 定 内容 に 関 して 、 ガ イ ドライ ン及 び これ ま で の 「支

援 事 例 」等 で は判 断 が 困難 な事 例 に 関 して 、市 町 村 は「合

議 機 関 」 に そ の 意 見 を 求 め る こ とが で き る。 (合 議 機 関 の

詳 細 に つ い て は第 二 期 で検 討 す る 。)

⑦ 支 給 決 定 内 容 に 対 して 、本 人 は 「市 町 村 ご とに設 置 され た

不 服 申 し立 て 機 関 」 に 申 し立 て を す る こ とが で き る 。 (不

服 申 し立 て機 関 の 詳 細 は第 二 期 で さ らに検 討 )

③ サ ー ビス 実 施 後 モ ニ タ リン グ を行 い 、 支 援 困 難 事 例 な どに

つ い て 、 相 談 支 援 専 門 員 は 自立 支 援 協 議 会 に報 告 す る 。

⑨ 個 別 の サ ー ビス 実 施 状 況 の モ ニ タ リン グ結 果 を受 け て 、 自

立 支 援 協 議 会 に お い て 、 ガ イ ドラ イ ンの 見 直 し、社 会 資 源

開 発 な ど に つ い て 検 討 す る 。

第 二 期 作 業 チ ー ム で の 検 討 事 項

第 1期 の 相 談 支 援 体 制 を 踏 ま え て 、 協 議 調 整 に よ る 支 給 決 定

シ ス テ ム の 明 確 化 を 行 う

○ 論 点 は

C-2-1
C-2-2
C-3-2
C-3-3
C-3-4

○ そ こ で 以 下 の 事 項 に つ い て 、 第 二 期 で 検 討 す る 。

(1)現 在 の 障 害 程 度 区 分 や 支 給 決 定 に つ い て の 評 価 と

の 検 討

(2)支 給 決 定 に あ た っ て 必 要 な ツ ー ル (ガ イ ドラ イ ン ロ

必 要 度 や 支 給 決 定 の た め の ア セ ス メ ン トな ど )の あ

問 題 点

支 援 の

り 方 と

現 行 の 支 給 決 定 口障 害 程 度 区 分 の 評 価

国 庫 負 担 基 準 の 評 価

支 給 決 定 に あ た っ て の 必 要 な ツ ー ル

自 治 体 担 当 者 の ソ ー シ ャ ル ワ ー ク 機 能

不 服 審 査 や ア ドボ カ シ ー の 仕 組 み



策 定 の 指 針 に つ い て

(3)支 給 決 定 に 際 し て の 「 合 議 機 関 」 の 設 置 や 役 割 に つ い て

の 検 討

(4)不 服 審 査 や ア ドボ カ シ ー の 仕 組 み

(5)相 談 支 援 専 門 員 (仮 称 )の 役 割 や 位 置 づ け お よ び 研 修 体

制 (当 事 者 相 談 員 も 含 む )の 在 り方

(6)障 害 者 自 立 支 援 法 改 正 法 (つ な ぎ 法 )」 に お け る 相 談 支 援

の 関 す る 、 基 幹 相 談 支 援 セ ン タ ー 等 の 施 行 規 則 や 運 用 基 準

等 が 、今 後 の 新 法 の 方 向 性 と矛 盾 す る こ と が な い よ う、「つ     ~
な ぎ 法 」 の 施 行 規 則 や 運 用 基 準 等 を 精 査 す る と と も に 、 そ     ´

の 整 合 性 に つ い て 検 討 す る 。

尚 、 (2)(3)に つ い て は 、 委 員 か ら 、 ニ ー ズ ア セ ス メ ン ト

調 査 の 実 施 や 支 給 決 定 モ ニ タ リ ン グ 委 員 会 の 設 置 と い う 具 体

的 な 提 案 が 出 て い る こ と か ら 、 こ の 提 案 に つ い て も 検 討 を し

っ か り と 行 う 。

の 作 業 チ ー ム ヘ の 申 し送 り・ 調 整 事 項

○ 法 の 範 囲 に あ る 障 害 を 有 す る か 否 か の 判 断 に つ い て は 、

法 の 範 囲 チ ー ム の 「 B-2手 続 き 規 定 」 の 結 果 に よ る 。

○ 相 談 支 援 機 関 か ら 、 地 域 に 対 す る 働 き か け を 担 保 す る 仕

組 み (自 立 支 援 協 議 会 の 役 割 と 相 談 支 援 機 関 と の 関 係 性

に つ い て )を 設 定 す る

○ 児 童 分 野 、 就 労 分 野 の 相 談 支 援 体 制 (現 行 の 就 業 口生 活

支 援 セ ン タ ー 等 の あ り方 の 再 検 討 を 含 む )と の 関 係 に つ

い て の 調 整 が 必 要

○ 長 時 間 介 護 の 財 源 調 達 は 、 地 域 生 活 資 源 整 備 チ ー ム で 検

討 す る (C-2-2)

付 記 (本 報 告 に 対 す る 部 会 委 員 か ら の 主 な 意 見 は 以 下 の と お

り )

○ 障 害 者 を す べ て 悩 め る 人 と捉 え る こ と を 前 提 とす る 重 層 の

相 談 支 援 体 制 に つ い て は 疑 間 が あ る 。 こ れ に 財 源 を 投 入 す る

こ と が 国 民 的 な 理 解 を 得 られ る と も 思 わ れ な い 。

○ 「重 層 的 」 の 実 践 内 容 が 見 え な い 。 精 神 障 害 の 人 な ど 自 ら

窓 口 に 行 き づ ら い 人 に 対 し て 、 身 近 な と こ ろ で 適 切 に 相 談 に

応 じ られ る 体 制 に つ い て 更 に 検 討 し て ほ し い 。



○ 相 談 支 援 事 業 所 を 人 口 比 で 設 置 す る と 、 ア ウ ト リー チ を 考

慮 し て も 、 過 疎 地 で は 利 用 が 難 し い 。 面 積 も 考 慮 し た 配 置 が

必 要 で は な い か 。 ま た 他 の 自治 体 の 相 談 支 援 事 業 所 も利 用 可

能 とす べ き で あ る 。

○ 支 給 決 定 と相 談 支 援 を 同 じ チ ー ム で 議 論 す る こ と に つ い て

そ も そ も 違 和 感 が あ る 。 支 給 決 定 の た め の 支 援 と相 談 支 援 、

特 に 権 利 擁 護 (ア ドボ ケ ー タ ー )と し て の 役 害Jは 分 け て 整 理

す る べ き で あ る 。 ま た こ の 権 利 擁 護 組 織 に つ い て は 、 障 害 者

運 営 に よ る 団 体 が 適 切 と考 え る 。

○ 支 給 決 定 前 に 支 援 計 画 を つ く る と い う の は 協 議 ・ 調 整 モ デ

ル で は な い 。 協 議 調 整 の 場 で 支 援 計 画 を 策 定 す べ き で あ る 。

○ 協 議 。調 整 に お け る ガ イ ドラ イ ン を 作 成 す る の で あ れ ば 、

本 人 中 心 と エ ン パ ワ メ ン トを 徹 底 し た 内 容 とす る べ き で あ る 。

○ 平 成 24年 度 実 施 予 定 の 「児 童 発 達 支 援 セ ン タ ー 」 の 役 害J

も 含 め て 、 障 害 児 や そ の 家 族 の 成 長 や 不 安 に 対 す る 相 談 支 援

体 制 に つ い て も 言 及 す べ き で あ る 。

○ 相 談 支 援 事 業 所 に 対 し て 人 件 費 を 保 障 す る の は 、 委 託 に な

る の で 反 対 で あ る 。 後 発 の 組 織 が 自 由 に 参 入 で き る よ う に 、

指 定 制 度 と し て 出 来 高 払 い 制 度 (単 価 を 上 げ 、 交 通 費 等 の 実

費 払 い とす る )と す べ き 。

○ 人 工 呼 吸 器 利 用 者 、 24時 間 介 護 利 用 者 、 ALS患 者 、 重

度 脊 髄 損 傷 者 等 の 特 に 高 度 な 専 門 的 ノ ウ ハ ウ を 要 す る 場 合 な

ど 、 者

`道
府 県 単 位 の 相 談 支 援 体 制 で は 対 応 が 難 し い 際 に は 、

全 国 レベ ル の 広 域 セ ン タ ー が 対 応 で き る よ う に す べ き 。 そ の

際 本 人 中 心 支 援 計 画 、 サ ー ビ ス 利 用 計 画 の 策 定 も 可 能 とす べ

き で あ る 。

○ 支 給 決 定 内 容 に 対 し て の 不 服 申 し立 て 機 関 に つ い て は 、 市

町 村 の み で な く 、 都 道 府 県 レベ ル で も 必 置 と す べ き 。 ま た 障

害 者 基 本 法 に 基 づ く都 道 府 県 障 害 者 政 策 委 員 会 が 、 市 町 村 の

ガ イ ドラ イ ン に つ い て モ ニ タ ー 機 能 を 担 う こ と。
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の期間中、必要性
と緊急性を勘案し、

市町村が暫定の

支給決定を行う。
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